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令和４年度「京都中丹いちおし商品」募集要領 

 

１ 目的 

中丹地域への誘客や商品の販路開拓等につなげ、地域の食の魅力発信を図る

ことを目的として、地域農林水産物を生かした中丹地域ならではの「お土産品」

となるような魅力ある商品を募集し、「京都中丹いちおし商品」として選定し

ます。 

 

２ 対象者 

  中丹地域に事業所を有する法人、団体又は個人  

 

３ 募集期間 

      

 

 

４ 募集対象商品等 

募集対象商品等は次に掲げるものとし、中丹地域の事業所で開発・製造（地

域外業者による OEM（委託製造）も可）され、原材料として府内産農林水産物を使

用している加工食品等（生鮮食品を除く）。ただし、府内産の割合は問わない

ものとします。  

 

募集する商品  

①  完成品部門 

・「京都中丹いちおし商品」として付加価値を高め、販売力の向上を目指す

既存商品  

 

②  開発中部門 

・商品化へ向けて開発中の商品で、商品開発の専門家、中丹女性伝道師※  

による助言を希望するもの  

 

※「中丹女性伝道師」とは、応募商品の審査・開発において助言等を行い、選定商品  

 を情報発信する京都府の協力員  

※  開発中部門の商品は「京都中丹いちおし商品」には選定されません。  

 

５ 応募費用 

  無料  

 

６ 審査の流れ 

  応募商品は、中丹女性伝道師並びに商品開発の専門家による試食審査を行い、 

「京都中丹いちおし商品」を選定します。  

 

令和４年１０月２４日（月）～１１月２２日（火）※午後５時必着 
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審査項目  

①  おいしさ・見た目  

②  こだわり（中丹らしさ、原材料・製造方法、パッケージ）  

③  お土産商品としての魅力（価格帯、旅行者向けの工夫等）  

 

 募集期間：令和４年１０月２４日（月）～１１月２２日（火）午後５時まで 

 審 査 会：令和４年１２月７日（水） 

 結果発表：令和４年１２月中旬 

 

 ・審査では実際に商品を試食の上、評価を行います。 

 ・審査用商品の提出については、別途連絡します。 

 

７ 選定商品の PR・販路拡大支援 

・京都中丹いちおし商品パンフレット、ホームページへの掲載  

・中丹女性伝道師によるＳＮＳ等での商品ＰＲ  

・各種イベント等への出展案内・ＰＲ等、販路拡大に繋がる支援を実施  

 

８ 専門家による助言 

  開発中部門の応募商品や惜しくも選定されなかった商品のブラッシュアップ

について、専門知識を要する場合は、(公財)京都産業２１又は(一社)京都府農

業会議等の専門家の助言を受けることができます。（対象者の要件あり）  

 

９ 応募方法 

  「京都中丹いちおし商品応募用紙」に必要事項を記入の上、下記の応募･問合

せ先まで持参、郵送、FAX、メールのいずれかの方法で提出してください。  

 

 

 応募･問合せ先  

   〒625-0036 舞鶴市字浜 2020 番地  

京都府中丹広域振興局  農林商工部  

農商工連携・推進課「京都中丹いちおし商品」担当  

電 話：0773-62-2743 FAX：0773-62-2859 

担 当：和佐谷(ﾜｻﾀﾆ)又は乾(イヌイ)まで  

E-mail：c-n-noushoko@pref.kyoto.lg.jp 


